
平成２０年９月１日 

壮瞥町商工会員 各位 

 

壮 瞥 町 商 工 会 

会長 堀 口 一 夫 

 

裁判員制度説明会の開催について 

 

日頃より商工会の運営につきまして、ご理解ご協力賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、壮瞥町より平成２１年５月２１日から始まる裁判員

制度説明会の案内と出席依頼がありました。 

この裁判員制度により、事業主や従業員が裁判員として選ばれ、業務の遅滞や仕事

を休んだことを理由として不利益な扱いがされることが無いよう事業所が、裁判員と

なることの意義を理解していただきたいと考えております。 

 つきましては、大変ご多忙とは存じますが、趣旨をご理解いただき出席下さいます

ようご案内申し上げます。 

なお、準備の都合がございますので、９月５日（金）までに、下の出欠確認表を商

工会へ持参又はＦＡＸにてお知らせ下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 １．日  時 平成２０年９月１０日（水） 午後６時３０分 

 ２．場  所 壮瞥町公民館 

 ３．主  催 札幌地方検察庁 

 ４．お問合せ 壮瞥町役場総務課（６６－２１２１） 

以 上 

 


